
条

例

大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

規

則

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
二

県
議
会
議
長
告
示

大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
三

警
察
本
部
告
示

大
分
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
三

警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
条

例

大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
条
例
第
二
号

大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
大
分
県
条
例
第
四
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
以
下
第
四
章
」
を
「
第
四
章
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
以
下
」
を
「
第
十
三
条

第
五
項
に
お
い
て
」
に
、
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
五
項
中
「
及
び
第
三
十
条
」
を
削
り
、
同
項
の
表
の
第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中

「
第
二
条
第
九
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
以
下
」
を
「
第
三
項
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
一
号
イ
中
「
又
は
報
酬
、
」
を
「
若
し
く
は
報
酬
若
し
く
は
」
に
、
「
そ
の
他
」
を
「
又
は
」
に
改
め

る
。第

十
九
条
第
一
項
中
「
議
会
の
保
有
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
及
び
「
こ

の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
の
章
及
び
第
四
十
八
条
に

お
い
て
」
を
削
る
。

第
三
十
九
条
第
三
項
中
「
こ
の
章
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
四
十
八
条
中
「
特
定
」
の
下
に
「
に
資
す
る
情
報
の
提
供
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
中
第
二
条
第
十
項
の
改
正
規
定
（
「
第
二
条
第
八
項
」
を
「
第
二
条
第
九
項
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び
第
十
三
条
第
五
項
の
表
の
改
正
規
定
は
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。〇

規

則

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
規
則
第
一
号

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
大
分
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
及
び
第
二
十
二
号
様
式
中
「□

健
康
保
険
被
保
険
者
証

□
個
人
番
号

カ
ー
ド

」
を
「□

個
人
番
号
カ
ー
ド

」
に
改
め
る
。

目

次

令

和

七

年

（ 月 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

一
三

三
月
二
十
四
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

元
屋
印
刷
株
式
会
社

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
条
例
・
規
則
）

一



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

□
建
築
士
法
第
２
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
及
び
二
級
建
築
士

□そ
の
他

（

）

「

築
士

」
を

に
改

」

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
改
正
前
の
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す

る
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
第
二
号
様
式
、
第
十
四
号
様
式
及
び

第
二
十
二
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
規
則
第
二
号

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
九
条
の
二
第
四
項
中
「
第
十
一
条
第
三
項
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
十
一
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者

二

前
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
条
例
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
登
録
試
験
機
関
が
広
告
物
の

表
示
及
び
掲
出
物
件
の
設
置
に
関
し
必
要
な
知
識
に
つ
い
て
行
う
試
験
に
合
格
し
た
者
と
同
等
以
上
の

知
識
を
有
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
定
め
る
者

第
六
号
様
式
の
二
中
「□

建
築
士
法
第
２
条
第
２
項
及
び
第
３
項
に
規
定
す
る
一
級
建
築
士
及
び
二
級
建

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
七
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
知
事

佐

藤

樹

一

郎

大
分
県
規
則
第
三
号

大
分
県
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
県
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
大
分
県
規
則
第
六
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
四
号
様
式
の
添
付
書
類
３
中
「写

し

」
の
次
に
「
（道

路
交
通
法
第
９５条

の
２
第
４
項
に
規
定
す

る
免
許
情
報
記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
者
の
運
転
免
許
証
の
写
し
又
は
当
該

者
が
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
に
足
り
る
書
面

（電
磁
的
記
録
で
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
の
写
し

を
含
む
。

）
）
」
を
加
え
、
同
様
式
の
添
付
書
類
４
中
「一

に

」
を
「い

ず
れ
か
に

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
７
年
３
月
２４日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

平
川

加
奈
江

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

大
分
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
５
年
大
分
県
公
安
委
員
会

規
則
第
６
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
２
号
様
式
、
第
１４号

様
式
及
び
第
２２号

様
式
中
「
□
健
康
保
険
被
保
険
者
証

□
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
を
「
□
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
公
安
委
規
則
）

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

二



〇
県
議
会
議
長
告
示

大
分
県
議
会
議
長
告
示
第
一
号

大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
令
和
五
年
大
分
県
議
会
議
長
告

示
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
議
会
議
長

嶋

幸

一

第
三
条
第
五
号
中
「
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、

同
条
第
六
号
中
「
保
険
者
番
号
及
び
加
入
者
等
記
号
・
番
号
」
を
「
加
入
者
等
記
号
・
番
号
等
」
に
改
め
、

同
条
第
七
号
中
「
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
を
「
組
合
員
等
記
号
・
番
号
等
」
に
改
め
、

同
条
第
八
号
中
「
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
記
号
・
番
号
」
を
「
被
保
険
者
記
号
・
番
号
等
」
に
改
め
、

同
条
第
十
号
中
「
番
号
」
の
下
に
「
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
二
第
二
項
第
一
号
の
免
許
情
報
記
録
の
番

号
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
号
中
「
保
険
者
番
号
及
び
組
合
員
等
記
号
・
番
号
」
を
「
組
合
員
等
記
号
・
番

号
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
四
号
中
「
保
険
者
番
号
及
び
被
保
険
者
番
号
」
を
「
被
保
険
者
番
号
等
」
に
改

め
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
次
に
定
め
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
八
項
中
「
又
は
報
酬
、
」
を
「
若
し
く
は
報
酬
若
し
く
は
」
に
、
「
そ
の
他
」
を
「
又
は
」
に

改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
開
示
決
定
等
」
を
「
開
示
決
定
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
中
「□

健
康
保
険
被
保
険
者
証
□
個
人
番
号
カ
ー

ド

」
を
「□

個
人
番
号
カ
ー
ド

」
に
改
め
、
「次

の
書
類
を

」
の
次
に
「提

示
し
、
又
は

」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
中
第
三
条
第
五
号
の
改
正
規
定
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
公
示
の
日
に
お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
程
（
以
下
「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て

い
る
書
類
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
大
分
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

施
行
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３

旧
告
示
第
二
号
様
式
、
第
十
二
号
様
式
及
び
第
十
八
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
警
察
本
部
告
示

〇
警
察
本
部
訓
令

大
分
県
警
察
本
部
告
示
第
１３号

大
分
県
警
察
本
部
長
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
５
年
大
分
県
警
察
本
部
告

示
第
１９号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
２４日

大
分
県
警
察
本
部
長

幡
野

徹
第
２
号
様
式
、
第
１４号

様
式
及
び
第
２２号

様
式
中
「
□
健
康
保
険
被
保
険
者
証

□
個
人
番
号
カ
ー

ド
」
を
「
□
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い

る
書
類
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
４
号

警
察
本
部

警
察
学
校

警
察

署
大
分
県
警
察
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
開
示
等
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
程
（
令
和
５
年
大
分
県
警
察
本
部

訓
令
第
２１号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
７
年
３
月
２４日

大
分
県
警
察
本
部
長
幡
野

徹
第
９
条
第
１
項
第
１
号
ア
中
イ
を
削
り
、
ウ
を
イ
と
し
、
エ
か
ら
カ
ま
で
を
ウ
か
ら
オ
ま
で
と
す
る
。

別
表
中
「
第
８
条
」
を
「
第
９
条
」
に
改
め
、
同
表
の
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

大
分
県
報
号
外
（
議
長
告
示
・
警
察
本
部
告
示
・
警
察
本
部
訓
令
）

三



１
令
第
２２条

第
１
項
第
１
号
に
該
当
し
、
開
示
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足

り
る
も
の
に
該
当
す
る
書
類

⑴
健
康
保
険
の
資
格
確
認
書
及
び
被
保
険
者
証

⑵
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
住
所
記
載
が
あ
る
も
の
）

⑶
特
別
永
住
者
証
明
書
と
み
な
さ
れ
る
外
国
人
登
録
証
明
書

⑷
小
型
船
舶
操
縦
免
許
証

⑸
運
転
経
歴
証
明
書

⑹
猟
銃
・
空
気
銃
所
持
許
可
証

⑺
宅
地
建
物
取
引
士
証

⑻
国
民
健
康
保
険
の
資
格
確
認
書
及
び
被
保
険
者
証

⑼
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
資
格
確
認
書
及
び
被
保
険
者
証

⑽
船
員
保
険
の
資
格
確
認
書
及
び
被
保
険
者
証

⑾
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
資
格
確
認
書
及
び
共
済
組
合
員
証

⑿
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
資
格
確
認
書
及
び
共
済
組
合
員
証

⒀
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
資
格
確
認
書
及
び
共
済
組
合
員
証

⒁
恩
給
証
書

⒂
児
童
扶
養
手
当
証
書

⒃
身
体
障
害
者
手
帳

⒄
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

附
則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
７
年
３
月
２４日

か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
報
号
外
（
警
察
本
部
訓
令
）

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日

四


